
１．規約の改定

資料－１



淀川流域治水協議会 規約の改定（名簿更新）について

規約 別表-2を下記のとおり更新

○淀川（京都府域）分会の構成員変更等に伴い、規約名簿（別表-2）の更新を淀川流域治水協議会の
 本協議会にて提案。

◆今回変更

・京阪電気鉄道株式会社 事務取締役安全推進部長 ⇒ 安全推進部長

□淀川 （京都府域） 分会
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